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３．新規要求事項  

 

◎ 目的 

   都市再生プロジェクト及び社会資本整備重点計画の目標達成に向け、避難地・避難路等の

整備及びその周辺区域について建築物の不燃化を促進するとともに、とりわけ津波による被害

が想定される地域について防災力向上を図る。 

 

（１）都市防災総合推進事業の施行地区要件の拡充 

本事業の施行地区要件である「大規模地震発生の可能性の高い地域」に、日本海溝・千

島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法により指定される

「日本海溝・千島海溝周辺型地震防災対策推進地域」を追加する。 

 

（２）都市防災総合推進事業の事業主体等の拡充 

上記対象地域の追加に伴い、都市防災総合推進事業のうち、災害危険度判定調査、地区

公共施設等整備の事業主体に大規模地震発生の可能性の高い地域の町村（市街地に限る）

を追加する。  



 10

 

１．都市災害復旧事業  

（１）事業概要 

暴風、こう水、高潮、地震その他の異常な天然現象により、公共土木施設の下水道、公園

及び主として都市計画区域内において街路、都市排水施設等の都市施設が災害を受けた場合

や人家、工場等の集落地が土砂の流入、崩落等により堆積土砂の災害を受けた場合及び火山

の爆発、その他火山現象により著しい災害を受けた場合において、災害復旧や堆積土砂の除

去、並びに降灰除去を速やかに行うことによって、民生の安定を図り、公共の福祉を確保す

る。 

 

（２）対象事業 

① 災害を受けた下水道、公園、街路及び都市排水施設等の各施設の復旧事業 

② 市街地において、災害により発生した多量の堆積土砂の排除事業 

③ 激甚災害の発生により浸水した水の排除事業 

④ 火山の爆発等による降灰の除去事業 

 

（３）対象施設及び補助率等 

区分 対 象 施 設 等 
補 助 率

負 担 率

激 甚

嵩上げ
補助（負担）根拠 

公 

共 

土 

木 

施 

設 

下  水  道 

 

 

 

公    園 

 

流域下水道 

公共下水道 

都市下水路 

 

 

 

 

 ２／３ 

  

４／５ 

 

 

 

 

有 

 

 

 

公共土木施設災害復旧事

業費国庫負担法第３条、

第４条、第４条の２ 等 

 

都 

市 

災 

害 

復 

旧 

事 

業 

都 

市 

施 

設 

等 

 

街      路 

都市排水施設等 

堆積土砂排除事業 

湛水排除事業 

 

 

 

１／２ 

 

－ 

 

 

有＊１ 

有＊２ 

 

都市災害復旧事業国庫補

助に関する基本方針 

  (予算補助) 

降 

灰 

除 

去 

事 

業 

 

下 水 道 

 

都市排水路 

公   園 

宅   地 

 

公共下水道 

都市下水路 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

１／２ 

 

  

活動火山対策特別措置

法第11条 

活動火山対策特別措置

法施行令第３条 

＊１：激甚災害の指定による嵩上げ分は法律補助 

＊２：法律補助（嵩上げ分のみ） 

Ⅲ  災 害 関 係 事 業 
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２．特殊地下壕対策事業  

 

（１）事業の目的 

戦時中に築造された防空壕等の特殊地下壕については、昭和48年度(建設省、農林水産省)及び

平成6、7年度(建設省、農林水産省、林野庁、国土庁)に特殊地下壕実態調査を実施し、それらの

調査結果を受けて、特殊地下壕対策事業として昭和 49～56 年度及び平成 10～14 年度に危険度の

高いものについて埋戻し等の対策を実施してきた。 

   しかし、昭和 56 年に続いて、平成 12 年にも特殊地下壕に関わる死亡事故が発生したこと及び

経年変化による特殊地下壕の劣化を起因とする大規模な陥没、崩壊による災害が発生するおそれ

があること等から、平成13年度に国土交通省、農林水産省、林野庁で特殊地下壕実態調査を実施

した。 

   その結果、特殊地下壕対策事業を延長して実施する必要があることが判明したため、引き続き

危険度の高いものに対する埋め戻し等の対策事業と、都市施設の災害復旧に伴う防空壕の埋戻し、

防災処理等を併せて、特殊地下壕対策事業として行うものである。 

 

（２）事業内容 

戦時中に旧軍、地方公共団体等が築造した防空壕等の特殊地下壕で、地方公共団体が行う下記

の事業に対して補助を行う。 

① 市街地に現存する特殊地下壕で、陥没、落盤又は壁面のひび割れ、出水等が顕著となってお

り、建築物等に対する危険度が増し、放置し難いものの全部又は一部の埋戻し等を行う事業 

② 都市計画区域内の都市施設が被災しその復旧に伴い特殊地下壕の埋戻し、防災処理等が必要

となったものについて、壕の埋戻し及び壕口並びにその両側に土留壁を設けて施行する等必

要最小限度の工事を行う事業 

 

（３）事業主体 

地方公共団体 

 

（４）補助対象 

・旧軍、地方公共団体、その他これらに準ずるものが築造したもの 

・一箇所の事業費が200万円以上のもの 

 

（５）補助率 

  １／２ 

 

（６）その他 

  事業内容の①については、平成19年までに採択されたものに限る。 

 

【参考１】－平成13年度実態調査概要－ 

・現存する特殊地下壕の総数                    5,003 箇所（個人築造を含む） 

・上記のうち危険又はその可能性があるもの         777箇所（   〃   ） 

・危険又はその可能性があるもののうち築造主体が    443箇所 

   ｢旧軍｣･｢軍需工場｣･｢地方自治体｣･｢町内会｣のもの 

・うち市街地に係るもの                345箇所 

【参考２】－優遇措置－ 

・ 本事業は、特別交付税措置対象事業とされている。 
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３．防災集団移転促進事業 （担当課：地方整備課） 

 

（１）事業概要 

 「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律」（昭和47年法

律第 132 号）に基づき、災害の発生した地域又は災害危険区域のうち、災害復旧事業や防災工事

をしても依然として災害による危険を取り除くことができないか、あるいは、当該区域から住民

の生活の本拠である住居そのものを防災上安全な他の地域へ移転してしまった方が得策であると

認められる区域（移転促進区域）内にある住居の集団移転を促進するため、地方公共団体が行う

防災集団移転促進事業に係る事業費の一部について補助を行う。 

 

（２）事業内容 

 防災集団移転促進事業を実施する地方公共団体の以下の経費に対して補助を行う。 

①住宅団地の用地の取得及び造成 

②移転者の住宅団地における住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入に対する補助 

③住宅団地に係る道路、飲用水供給施設、集会施設その他の公共施設の整備 

④移転促進区域内の農地等の買い取り 

⑤移転者の住居の移転に関連して必要と認められる農林水産業に係る生産基盤の整備及びその

近代化のための施設の整備 

⑥移転者の住居の移転に対する補助等に要する経費 

 

（３）事業主体 

 市町村又は都道府県 

 

（４）事業の要件 

 ①移転促進区域から移転する住居数が10戸以上 

 ②移転住居数が10～20戸の場合は10戸以上、21戸以上の場合はその半数以上で、移転先に住

宅団地を整備すること 

 ③移転促進区域からすべての住居が移転すること 

 

（５）補助率 

 ３／４ 

 

（６）その他の措置 

地方財政措置、税制措置、国の普通財産の譲与等 


